
 ※R8年4月1日から下記料金及び１時間単位での利用時間区分となります。

 ※その他使用料金に係る取り扱いは下記①～③のとおり。減免基準は別ページをご覧ください。

　①暖房実施期間中（11月～4月）は使用料金表の額の50％加算します。

マナビティーセンター 料金 ９０％減免後の料金（登録サークル等）

1時間につき

1,500円
1時間につき

700円
1時間につき

700円
1時間につき

700円

1時間につき

400円
1時間につき

300円
1時間につき

300円
1時間につき

300円
1時間につき

1,000円
1時間につき

1,000円
1時間につき

1,000円

1,200円 素焼固定

3,000円 本焼固定

マナビティーセンターの使用料金が改正されました。

教育相談室を設置していることから使用不可

　③営利を目的として使用する場合は、使用料金の100％を加算します。

　和室（１）

　小会議室

　会議室

　②町外者の利用に係る使用料金は、当該使用料金の100％を加算します。（新設）

　研修室（４）

　研修室（３）

　研修室（２）

  陶芸窯

　手工芸室

　木工芸室

　陶芸室

　和室（２）

　大研修室

　研修室（１）

150円

70円

70円

70円

40円

100円

30円

30円

30円

100円

100円


